
書式第 12号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

令和 4年度 業 報 告

特定非営利活動法人 エッジ

1 事業の成果

昨年予定していた 20周年記念行事を本年度に開催、事業の継続化を考慮して新理事に 氏を迎
え、配XT WGEと 銘打った、若い世代ヘフォーカスした活動へのかじ取りが始まった。

読み書き困難者のアセスメント事業が拡大したことで人材育成と二つの事業が並立する形になった。

20周年記念関連寄付、相談者の家族が勤務する外資系企業の多額の寄付により財務状況が改善された。

認定 NPO更新手続きを行い、管理業務を充実する必要性を改めて認識した。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業                (事 業費の総費用 【18,028】 千円)

(2)その他の事業 (事業費の総費用 【  0 】千円)

定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事
者数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

調査研究・政策
提言の事業

文部科学省の委託事業 :

音声教材の効果的な制作
等に関する調査研究

週 5日
在宅

勤務
6名

全国の読み書
きが不 自由な
児童・生徒

50万人 6,704

アセスメント
に関わる事業

読み書き困難者のアセス
メント、保護者へ個別相談
支援。

アセッサー養成講座

不定期

年 3回

オンライン

事務所

事務所

3名

当事者・保護
者

保護者

アセスメント
89名

相談 92

18名

5,560

サポー トのス

キル・開発及び

場の提供事業

51

普及啓発に関
する事業

DX会 (成人当事者会)、 D
Xセ ミナー(年齢不問)を開
催 し交流、情報交換を実
施。

ニュースレター、メールマカ
゛
シ
゛
ン1青 1吸.発

信、普及活動

年 5回

ニュースレター

年 6回
メ″力

゛

12回発信

Z00M

事務所

2名

3名

成人当事者

年齢不問者

22名

送付 :

400
600

2,213

人材育成事業

LSA養成講座を開催 して

学習障害を持つ生徒への

支援員を養成する

読み書き困難指導・支援コ

ース開講

4=-x
7月 より
8回実施

オンライン

講座

3名

3名

児童 0生徒の
親、教師

入 門 コース

98名
冽ドコース 44
名に実施

3,500

疋 駅 に 祀 取

された
事業名

事業内容 同時 場所
従事者
人数

事業費
(千 円)

な し



書式第 13号 (法第 28条関係 )

令和 4年度

事 業 報 告 用

活動計算書 (その他事業が∠塾
`主

場合)

蛍 柿 :円

正会員受取会費
:i==7

受取寄附金 5,047,

受取助成金 国際交流基金

受取助成金 日本財団

2,081,

3,217,

調査研究 。政策提言の事業

アセスメントに関わる事業

サポー トのスキル・開発及び場の提供事業

普及啓発に関する事業

7,316,023

2,345,300

0

286,897

5

雑収入 広告料

雑収入 事業復活支援金

166,417

1,000,000

1

(1)

給料手当 7,916,890

2

業務委託費

諸謝金

旅費交通費

印刷製本費

仕入費

通信・運搬費

会議 。会場費

消耗品費

広告宣伝費

支払手数料

4,362,150

1,797,935

131,556

344,351

193,701

1,147,170

285,001

176,116

867,497
533,052

2

(1

役員報酬

給料手当

通勤交通費

1,200,000

2,160,000
128,663

日

通信運搬費

消耗品費

地代家賃

リース料

租税公課

支払利息

支払手数料

59,352

119,771
９７９

６００

７７７

２６‐

５０４

圏 日

E==================
経 常 外 費 用 計

当 珈 経 常 外 麟 滅 1願 【C】 ― D】  ・・・②

⑤

70,

△ 17



書式第 15号 (法第 28条関係 )

令和 4年度 貸借対照表

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人 エッジ

科 □ 金  額 小計・合計

【A】 資 産 の 部

1 流動資産

71637,11

現金預貯金

未収金

前払費用

2,039,

5,566,

31,

868

① 7,637,11

2 固定資産

(1)有形固定資産

車両運搬具

什器備品

ｎ
〉

Ａ
υ

(2)無形固定資産

ｎ

ｖ

(3)
ｎ

ｖ

敷金

出資金

0

10,000

固定資産合計
ｎ
ｖ

【A】 資 産 合 計 ①+② 7,647,112

【B-1】 負 債 の 部

1 流動負債

10,413,

未払金

前受金

短期借入金

預 り金

未払消費税

未払法人税 (都民税均等割)

31,080

1,075,500

7,000,000

1,471,580

765,800

70,000

・ … ③ 1 0,

2 固定負債

12,464,

長期借入金 12,464,000

④ 12,464,

債 合 計 ③+④ 22=

【B-2】 正 味 財 産 の 都

前期繰越正味財産額 △  17,105,

当期正味財産増減額 1,874,791

味 財 産 合 計 △ 15,230,

【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B-2】 7,647,11



事 業 報 告 用
令和 4年度  計算書類の注記

特定非営利活動法人 エッジ

1.重要な会計方針
計算書類の作成は、PO法人会計基準 (2010年 7月 20日 2011年 11月 20日 一部改正 NPO法人会計基準協会)に

よっています。

(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
(2)固定資産の減価償却の方法
(3)引 当金の計上基準
(4)施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
(5)消費税等の会計処理

2.事業別損益の状況

3.施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

棚卸資産はありません

固定資産はありません

引当金はありません

提供サービス等はありません

総合課税方式によっています。

管理部門 合計科 目
調査研究政策

提言事業
普及啓発事業
その他一切

人材育成事業 事業部門計

64,000

0

6,718,766

14,210,867

155.000 1,011.597

93,000

5,143,544

157,000

5,143,544

6,718,766

14,210,867

1,166,597

7,316,023

アセスメント関連
事業

4,637,

2,345,

64,

2,081,266

286,897

155,000

4,262,647

2,523,163 4,262,647 21,148,633 6,248,141 27,396,774

146,900

11,402

1,325,575

7,600

7,916,

148,

1,200,000

2,160,000

128,663

563,345

1,200,000

10,076,890

277,496

563,345

158,302 1,333,175 4,052,008 12,117,731

732,

197,

6,

193,

128,

138,

18,

16,

528,

69,

6,7
ｏ
０

Ｑ
υ

344,61

1,030,

590,

15,

29,

33,

38,

4,362,150

1,797,935

131,556

344,351

285,001

1,147,170

193,701

176,116

867,497

533,052

0

48,752

75,708

48,058

8,800

59,352

119,771

504,434

979,440

600,000

847,600

261,708

12,100

4,362,150

1,797,935

131,556

392,409

293,801

1,206,522

193,701

295,887

867,497

1,037,486

979,440

648,752

847,600

261,708

87,808

3,326,

7 023 7

‘４ｏ
０

５

２

　

　

３

　

　

１

　

　

８

８

８

２

４

７

341 0

1,058,213

340,

4,296,

44,

2,147,

85,

541,

670,

124,

143,

150,

110,

146,

42,

300,

97,

221

481

2,105,617 2,189,148 9,962,989

2.263.919 3.522.323 18.028.712 7.493.271

△  1.245.130633.718 1.486.635 259。 244 740。 324 3.119,921

I 経常収益
1・ 受取会費
2.受取寄附金
3.受取助成金等
4.事業収益
5.その他収益

経常収益計

Ⅱ 経常費用
(1)人件費

役員報酬

給料手当

通勤費

法定・厚生費

人件費計
(2)そ の他経費

業務委託費

諸謝金

旅費交通費

印刷製本費

会議 。会場費

通信運搬費

仕入費

消耗品費

広告宣伝費

支払手数料

地代家賃

リース・賃借料

租税公課

支払利息

其の他経費

その他経費計

経常費用計

当期経常増減額

3.441,263 13.404.252

25_521_983

質字方法内容

な し

金 額



4.使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約 された寄附金等の内訳 (正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通 りです。

当法人の正味財産は△15,230,848円 ですが使途が特定されたものはありません。

5。 固定資産の増減内訳

6。 借入金の増減内訳

7。 役員及びその近親者 との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通 りです。

8。 その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために
必要な事項

。 事業費と管理費の按分方法

明確な事業費以外はすべて管理費として処理 しています
。 その他の事業に係る資産の状況
その他の事業は行っていません

内容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 備考

日本財団助成金 ｎ

Ｖ

ｎ
ｖ
　

ｎ
ｖ

′
４ Ａ

Ｕ
Ｏ
ν

，
“

ｎ
ｖ

ｎ
ｖ

ｎ
ｖ 3,217,500

ｎ
Ｖ
　

Ｕ^

ｎ
Ｚ

７
１

Ａ
Ｕ ｎ

ｖ
ｎ
Ｖ

Ｆ
Э 助成金の3/12はR5/1～ 3月 分として前受

金で処理しています。

Ａ
Ｕ 4.290.000 3.217.500 1.072.500合計

科 目
ｎ

ｖ

ｎ

ｖ
ｎ

Ｖ

ｎ

ｖ
ｎ

Ｖ
ｎ

ｖ

0 ｎ

Ｖ 0
ｎ

ｖ 0 ｎ

ｖ

1 1 000 1 000

固定資産

出資金

その他の資産

車両運搬具

什器備品

科 目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高

000

000入 金 1

8,000,000 11,000,000 12,000,

000 0

7,000,000

000

22.528.000 11.000.000 14.064.000 19.464.000合計

科 目
計算書類に
計上された

金額

内、役員 と
の取引

内、近親者
及び支配法
人との取引

1,200,000

10,076,890

4,362,150

1.797.935

1,200,000

2,160,000

0

1.025.250

160,000

17_436_975 4_385.250 160_000

ｎ

ｖ

ｎ

ｖ
ｎ

ｖ

(活動計算書)

役員報酬

給料手当

業務委託費

諸謝金

活動計算書計

(貸借対照表)

貸借対照表計



書式第 17号 (法第 28条関係 )

令和 4年度 財産目録
事 業 報 告 用

特定非営利活動法人 エッジ

1,448,929

133,206

346,399

35,702

10,57

64,41

7,

5,403,622

163,246

5,566,868

現金預金

手元現金

普通預金

三菱UFJ銀 行 六本木支店

三菱UFJ銀 行 六本木支店

三菱UFJ銀 行 六本木支店

城南信用金庫 営業部本店

郵便貯金

前払費用

保管庫家賃

未収金

文部科学省委託事業未収金

クレジット売上他

31 020

31,020

【A】 資 産 合 計 ①+② 7,647,11

:

31,080

110,413.:960

1,471,580

31,080

1,471,580

1,075,500

1,075,500

7,000,000

前受金

日本財団補助金

未払金

法人カー ド (ホ テル代)

未払消費税

未払法人税等 都民税均等割

預 り金

誤振込

短期借入金   城南信用金庫

765,800

70,000
: 10.41'3.960

長期借入金

日本政策金融公庫

城南信用金庫

【B-1】 負 債 合 計 ③+④ 22,877,

【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 ― 【B-1】 △ 15,230,



書式第 18号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

令和 4年度年間役員名簿 〈前事業年度において役員であつたことがある全員の氏名及び住所又は居所並
びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

特定非営利活動法人 エッ

1 確認事項 (法第 20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係)

□各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係 )

2 役員一覧

役 名
どちらかに

○

(フ リガナ)
前事業年度内
の就任期間

報酬を受けた期間
(該当者のみに記入)

氏   名
⌒

崚雪ナ監事
Ａ
ソ

古
ソ エイコ 令和4年 1月 1日 ～

令和4年 12月 31日

令和4年 1月 1日 ～

令和4年 12月 31日藤堂 栄子

９

“

′
~ヽ

使雪勁監事
シハ

゛
タ  アキヒロ

令和4年 1月 1日 ～
令和4年 12月 3日

年

年

月

月

日

日柴田 章弘
う
０

ど霊フ
監事

ど雪ン監事

イケモト シュウゴ
令和4年 1月 1日 ～

令和4年 12月 31日

年

年

月

月

日

日池本 修悟

”
４ カヤノ  シホ 令和4年 1月 1日 ～

令和4年 12月 31日

年

年

月

月

日

日茅野 志帆

ｒ
Ｏ o・

監事コウノ  トシヒロ 令和4年 1月 1日 ～
令和4年 12月 31日

年

年

月

月

日

日河野 俊寛

′
０

⌒

健奎ナ監事
ツシ

゛  ユウコ
令和4年 1月 1日 ～

令和4年 12月 31日

年

年

月

月

日

日辻 佑子

７

‥

⌒

使望り監事
ニシシ

゛
マ ノフ

゛
タケ

令和4年 1月 1日 ～
令和4年 12月 31日

年

年

月

月

日

日
西島 信竹

６
６

⌒

貿肇り監事 トウト
゛
ウ タカナオ

令和4年 2月 23日
～令和4年 12月 31日

年

年

月

月

日

日藤堂 高直

Ｏ

υ

⌒

理事ヽ監ヲ
ウエノタカヒロ 令和4年 1月 1日 ～

令和4年 12月 31日

年

年

月

月

日

日上野 峰広

ｎ

ｖ

/~ヽ理事で:ヲ

カスカ
゛
  ヒテ

゛
フミ 令和4年 1月 1日 ～

令和4年 12月 31日

年

年

月

月

日

日春 日 秀文

年

年

月

月

日

日



書式第4号 (法第 10条・第 28条関係)

設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人_I塁圧:と_____________

氏   名

1
藤堂 栄子

2 堀口 順子

3
三橋 宏之

4 緒方 明子

5
柴田 章弘

6
内田 和義

7 吉川 洋志

8
星野 巖

9
大庭 亜紀

10
高月 壮平

11

12


